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別紙３ 

津奈木町区町村の給与・定員管理等について 

１ 総括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

     (22年度末) 

 歳 出 額 

        Ａ

実質収支

 

人 件 費

      Ｂ

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

21年度の人件費率 

22年度 

 

              人 

5 , 2 8 6  

      千円

3, 5 8 5 , 6 7 7

    千円

14 2 , 2 9 4

    千円

64 5 , 1 0 8

      ％ 

1 8 . 0  

              ％ 

2 4 . 0  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算） 

給     与     費 区 分 

 

職員数 

    Ａ 給  料 職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ

一人当たり 

給与費 B / A  

 （参考）平成２１年度

一 人 当 た り 給 与 費  

22年度 

 

    人 

6 2  

    千円 

2 2 4 , 2 7 5  

    千円

3 2 , 0 5 5

    千円

8 0 , 9 3 5

    千円

3 3 7 , 2 6 5

       千円 

5 , 4 4 0  

 

 

 

 

        千円 

5 , 7 1 7  

   （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

 ２ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数である。 

 

 (3) 特記事項 

  特 に な し  

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          津奈木町        類似団体平均       全国町村平均 

        

   【 参 考 】 地 域 手 当 補 正 後 ラ ス パ イ レ ス 指 数 （ 全 地 方 公 共 団 体 平 均 ）  

       ９ ８ ． ８ ％ （ 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

※ 「 地 域 手 当 補 正 後 ラ ス パ イ レ ス 指 数 」 と は 、 地 域 手 当 を 加 味 し た 地 域 に お け る

国 家 公 務 員 と 地 方 公 務 員 の 給 与 水 準 を 比 較 す る た め 、地 域 手 当 の 支 給 率 を 用 い て

補 正 し た ラ ス パ イ レ ス 指 数 で す 。  

     （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の 

給与水準を示す指数である。 

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を 

    単純平均したものである。 
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 (5) 給与改定の状況 ※人事委員会を設置していないため省略 

    ①月例給 

人事委員会の勧告  

区 分 

 

民間給与 

Ａ

公務員給与 

Ｂ

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率）

 

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率

 

年度 

 

円

 

円

 

円

（   ％）

％

 

％ 

 

 

 

％

 

  （注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス 

 パイレス比較した平均給与月額である。 

 

    ②特別給 

人事委員会の勧告  

区 分 

 

民間の支給 

割合   Ａ

公務員の 

支給月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数）

 

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

年度 

 

月

 

月

 

月

 

月

 

月 

 

 

 

月

 

  （注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員 

    の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

２ 一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在） 

（ 単 位 ： 円 ）  

 １ 級  ２ 級  ３ 級  ４ 級  ５ 級  ６ 級  

１ 号 給 の  

給 料 月 額  
1 3 5 , 6 0 0  1 8 5 , 8 0 0 2 2 2 , 9 0 0 2 6 1 , 9 0 0 2 8 9 , 2 0 0 3 2 0 , 6 0 0  

最 高 号 給 の  

給 料 月 額  
2 4 3 , 7 0 0  3 0 9 , 2 0 0 3 5 6 , 4 0 0 3 9 0 , 1 0 0 4 0 2 , 5 0 0 4 2 4 , 6 0 0  

  

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1)  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

（平成２３年４月１日現在） 

①一般行政職

平均給与月額

（国ベース）

津奈木町 39.3歳 290,700円 334,300円 315,858円

熊本県 43.9歳 337,087円 395,657円 365,691円

国 42.3歳 327,205円      ― 397,723円

 類似団体 43.4歳 322,165 円 375,584円 352,415円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
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参考

平均給与月額 平均給与月額 平均給与月額

（A） （国ベース） （Ｂ）

52.9 2人 262,700円 300,200円 －円 - - - -

用務員 ＊　歳 1人 　＊　　　円 　＊　　　円 　＊　　　円 用務員 53.1歳 200,000円 ＊

運転手 ＊　歳 1人 　＊　　　円 　＊　　　円 　＊　　　円 運転手 55.2歳 263,400円 ＊

47.5歳 425人 339,420円 400,830円 368,188円 - - - -

49.5歳 3,689人 283,862円 －円 321,662円 - - - -

50.1歳 5人 302,584円 328,341円 319,177円 - - - -

公務員 民間

（Ｃ） （Ｄ）

＊ - -

用務員 ＊ 2,815,000 ＊

運転手 ＊ 3,570,000 ＊

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が１人の場合はアスタリスク（＊）表記。
※民間データは賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成20年～平成22年の
3ヶ年）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致してい
るものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公
務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間に置いては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算
値である。

（注）１　「平均給料月額」とは平成２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務
        手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
        されているものである。

　　　   また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊
       勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したも
       のである。

類似団体

②技能労務職

区　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

Ｃ/Ｄ

津奈木町

Ａ/Ｂ

津奈木町

熊 本 県

国

区　　分

公　　務　　員 民　　　間

平均年齢 職員数 平均給料月額
対応する民間
の類似職種

平均年齢

 

 

 (2) 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） 

区    分 津奈木町 熊本県 国 

大 学 卒 １７２，２００円 １６７，０３４円 １７２，２００円一般行政職 

 高 校 卒   １４０，１００円 １３５，８９７円   １４０，１００円

高 校 卒 １３７，２００円 １４２，２９９円        －     円技能労務職 

 中 学 卒 １２９，２００円 １２６，５８５円   －     円

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

    区    分  経 験 年 数 1 0 年          経 験 年 数 1 5 年           経 験 年 数 2 0 年          

大 学 卒 ２５８，１００円 ３１３，５００円 ３６４，３００円一般行政職 

 高 校 卒 ２１６，８００円 ２６９，６００円 ３０６，１００円

高 校 卒         －     円         －      円         －       円技能労務職 

 中 学 卒         －      円        －       円 －        円
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４ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 ( 1 ) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在） 
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１  級   主事、技師 10 人 19.2 ％ 

２  級   主事、技師 3 人 5.7 ％ 

３  級   参事 20 人 38.5 ％ 

４  級   課長補佐、主幹 （班長） 10 人 19.2 ％ 

５  級   課長、事務局長 （審議員） 7 人 13.5 ％ 

６  級   総務課長 2 人 3.9 ％ 

  （ 注）１ 津奈木町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
平成２３年構成比 １年前の構成比 5年前の構成比

5級　11.9％

4級　16.9％

3級　49.1％

2級 3.4％

1級　13.6％

6級　5.1％

5級　13.0％

4級　18.5％

3級　35.2％

2級　9.2％

1級　20.4％

6級　3.7％

5級　13.5％

4級　19.2％

3級　38.5％

2級　5.7％

1級　19.2％

6級　3.9％

 

 

 

(2) 昇給への勤務成績の反映状況 

１  勤 務 成 績 の 評 定 の 実 施 状 況  

  地 方 公 務 員 法 第 4 0条 に 基 づ き 、 毎 年 3月 1日 を 評 定 日 と し て 全 職 員 に 対 し て  

能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実 施 。  

な お 、 能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 は 平 成 2 3年 4月 か ら 試 行 的 に 実 施 。  

２  昇 給 へ の 勤 務 成 績 の 反 映 状 況  

   能 力 、 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 に つ い て は 人 事 評 価 が 試 行 中 で あ る た め 昇 給  

区 分 に 差 を 設 け な か っ た 。  
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５ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

津 奈 木 町 熊 本 県 国 

1 人当たり平均支給額（平成 22 年度） 

１，４６２ 千円 

1人当たり平均支給額（平成22年度

１，５８６ 円

－ 

 

（平成22年度支給割合） 

 期末手当      勤勉手当 

2.60月分     1 . 3 5月分 

  (1.45)月分   (0.65)月分 

（平成22年度支給割合） 

 期末手当      勤勉手当 

2.60月分     1 . 3 5月分

  (1.45)月分   (0.65)月分

（平成22年度支給割合） 

 期末手当      勤勉手当 

2.60月分     1 . 3 5月分

  (1.45)月分   (0.65)月分

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算    5～ 1 5％  

 

 

 （加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置             

役 職 加 算    5～ 2 0％  

管 理 職 加 算  1 5～ 2 5％  

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算    5～ 2 0％  

管 理 職 加 算  1 5～ 2 5％  

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

１  勤 務 成 績 の 評 定 の 実 施 状 況  

  地 方 公 務 員 法 第 4 0条 に 基 づ き 、 毎 年 3月 1日 を 評 定 日 と し て 全 職 員 に 対 し て  

能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実 施 。  

な お 、 能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 は 平 成 2 3年 4月 か ら 試 行 的 に 実 施 。  

２  昇 給 へ の 勤 務 成 績 の 反 映 状 況  

   能 力 、 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 に つ い て は 人 事 評 価 が 試 行 中 で あ る た め 昇 給  

区 分 に 差 を 設 け な か っ た 。  

  

(2) 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

津 奈 木 町 国 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年   23.5 月分    30.55月分 

勤続25年   33.5 月分    41.34月分 

勤続35年   47.5 月分    59.28月分 

最高限度額   59.28月分    59.28月分 

その他の加算措置      国と同じ 

 

１人当たり平均支給額  ２３，８７１千円 

（支給率）  自己都合     勧奨・定年 

勤続20年   23.5 月分    30.55月分 

勤続25年   33.5 月分    41.34月分 

勤続35年   47.5 月分    59.28月分 

最高限度額   59.28月分    59.28月分 

 その他の加算措置  定年前早期退職措置 

（2％～20％加算） 

１人当たり平均支給額  -   千円 

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２２年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

 (3) 地域手当 ※制度なし 

   （平成２３年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成２２年度決算）        0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）               0  円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

           ％             人            ％ 

           ％             人            ％ 

           ％             人            ％ 

           ％             人            ％ 

           ％             人            ％ 
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 (4) 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） ※制度なし 

支給実績（平成22年度決算）                           0      千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）                           0       円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度）                                    ％ 

手当の種類（手当数）  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

    

 

 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成 22 年度決算） ９，０８９千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 22 年度決算）   １６２千円 

支給実績（平 21 年度決算） ８，４０６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 21 年度決算）   １３７千円 

 

 (6) その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 （国と全て同じ） 

支給実績 

一般会計 

（平成 22 年度決

算） 

支給職員１人

当たり 

平均支給年額

（平成 22 年度

決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に対して支給する 

扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく 

主としてその職員の扶養を受けている者をいう。 

①配偶者 

②満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある 

子及び孫 

③満 60 歳以上の父母及び祖父母 

④満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある弟妹 

⑤重度心身障害者 

・配偶者         １３，０００円 

・２人まで（配偶者扶養）  ６，５００円 

・１人（配偶者非扶養）   ６，５００円 

・１人（配偶者なし）   １１，０００円 

・その他          ６，５００円 

・特定期間の加算      ５，０００円 

11,497 千円 302,552 円
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住居手当 

①自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、 

月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員 

・家賃 23000 円以下・・家賃額－12000 円  

・家賃 23000 円を超え 55000 未満（家賃額－23000 円）×1/2＋ 11000 

・家賃 55000 以上・・27000 円  

②単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅 

を借り受け、現に当該住宅に配偶者が居住し、月額 12,000 円を超え 

る家賃を支払っている職員 

③単身赴任手当を支給される配偶者のない職員で、単身赴任手当の支 

給要件に係る子が現に居住している住宅を借り受け、月額 12,000 円  

を超える家賃を支払っている職員 

（②・③）・・「職員の居住する借家・借間」により算出される額の 1/2 

④その所有に係る住宅のうち当該新築又は購入の日から起算して５年 

を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの（2500 円）

 

2,987 千円 248,917 円

通勤手当 

①  通勤のために交通機関等の利用を常例とすること、 運賃等の負担を 

常例とすること、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が 

片道 2km 以上であること。（運賃等相当額が 55000 円以下については 

運賃等相当額） 

②  通勤のために自動車等の使用を常例とすること、 徒歩により通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道 2km 以上であること。 

・   ～５ｋｍ・・2000 円  

５ｋｍ～１０ｋｍ・・4100 円  

１０ｋｍ～１５ｋｍ・・6500 円  

１５ｋｍ～２０ｋｍ・・8900 円  

２０ｋｍ～２５ｋｍ・・11300 円  

２５ｋｍ～３０ｋｍ・・13700 円  

３０ｋｍ～３５ｋｍ・・16100 円  

３５ｋｍ～４０ｋｍ・・18500 円  

４０ｋｍ～４５ｋｍ・・20900 円  

４５ｋｍ～５０ｋｍ・・21800 円  

５０ｋｍ～５５ｋｍ・・22700 円  

５５ｋｍ～６０ｋｍ・・23600 円  

６０ｋｍ～    ・・24500 円  

1,457 千円 36,425 円

管理職手当 

管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 に 支 給 す る 。  

・ 総 務 課 長 を 除 く 課 長 相 当 職 ・ ・ １ ０ ％  

・ 総 務 課 長 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ５ ％  

4,672 千円 519,111 円
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６ 特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

区      分 給  料  月  額  等 

    （参考）類似団体における最高/最低額 

町     長 730,000 円  809,400 円／ 364,500 円

給 

 

料 副  町  長 554,000 円  671,700 円／ 365,000 円

議     長 306,000 円  364,000 円／ 220,000 円

副  議  長 252,000 円  285,000 円／ 168,100 円

報 

 

酬 議     員 230,000 円  263,000 円／ 135,800 円

町     長 

副  町  長 

  （平成 22 年度支給割合） 

         ２ . ９０月分   １５／１００ 加算 

議     長 

副  議  長 

期 

末 

手 

当 

議     員 

  （平成 22 年度支給割合） 

         ２ . ９０月分   １５／１００ 加算 

町     長 
退 

職 

手 

当 
副  町  長 

  （算定方式）             （支給時期）  

５００／１００            在職年方式 

 

２９０／１００            在職年方式 

  (注)１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

７ 職員数の状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 
                                                                     

（各年４月１日現在） 
職  員  数           区 分 

部 門 平成22年 平成23年
対 前 年
増 減 数

主 な 増 減 理 由            

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
農 林 水 産  
商 工  
土 木  

1  
1 7  
4  
7  
5  
8  
2  
4  

1
1 7
4
7
5
7
2
5

△ 1

1

 
 
 
 
 
農 業 振 興 事 務 見 直 し に よ る 減  
 
土 木 整 備 事 務 の 充 実 に よ る 増  

 一 
 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 

   
   計 
 

 
48  
 

48 
＜参考＞                        
  人口１万人当たり職員数 90.81 人 
 （類似団体の人口１万人当たりの職員数 118.77 人） 

教育部門 15 14 △ 1 嘱 託 員 補 充 に よ る 減  

  
 普 
  
 通 
  
 会 
  
計 
  
部 
  
門 
  
    

小   計 
 

 
6 3  
 

6 2 △ 1
＜参考＞                          
  人口１万人当たり職員数 117.29 人 
 （類 似 団 体 の 人 口 １ 万 人 当 た り の 職 員 数   145.57 人）

水 道  
そ の 他  

1 
5  

1
5  

 
 

公 
営会 
企計 
業部 
等門 

 
  小   計 

 
6  6

  
 

合  計 
 

6 9  
[  8 7   ]  

6 8
[  7 5   ]

△ 2
[  △ 1 2  ]

＜参考＞                          
   人口１万人当たり職員数 128.64人 

 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在） 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

20
歳
未
満

20
歳
～
23
歳

24
歳
～
27
歳

28
歳
～
31
歳

32
歳
～
35
歳

36
歳
～
39
歳

40
歳
～
43
歳

44
歳
～
47
歳

48
歳
～
51
歳

52
歳
～
55
歳

56
歳
～
59
歳

60
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

 

 

区 分 

 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳

～  

35歳

36歳

～  

39歳

40歳

～  

43歳

44歳

～  

47歳

48歳

～  

51歳

52歳 
～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳

 

以上

 

計 

 

人 人 人 人  人 人 人 人 人 人 人 人 人

職員数 
3 3 8 4 7 4 9 8 7 6 8 0 67 

 

 (3) 職員数の推移 

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

  区 分 過去 5 年間

 部 門   
平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

の増減数（率）

一般行政 51 51 51 50 48 48 △3（94％）

教育 14 14 14 15 15 14 0（100％）

普通会計 計 65 65 65 65 63 62 △3（95％）

公営企業等 計 10 9 8 6 6 6 △4（60％）

総合計 75 74 73 71 69 68 △7（90％）

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

 

％ 


